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カスタマーハラスメントとは

令和元年６月に、労働施策総合推進法等が改正され、職場におけるパワー

ハラスメント防止のために雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の

義務となった。 この改正を踏まえ、令和２年１月に、「事業主が職場におけ

る優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ず

べき措置等についての指針」（令和２年厚生労働省告示第５号）が策定され、

顧客等からの暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求等の著しい迷惑行為（カ

スタマーハラスメント）に関して、事業主は、相談に応じ、適切に対応す

るための体制の整備や被害者への配慮の取組を行うことが望ましい旨、ま

た、被害を防止するための取組を行うことが有効である旨が定められた。

  （厚生労働省HPより）

カスタマーハラスメントの８パターン
UAゼンセンのまとめによる

１長時間拘束型
客が長時間にわたり従業員
にクレーム対応を強いる

２リピート型
電話などで繰り返し不合理
な要求をする

３暴言型
怒鳴り声をあげたり、「バ
カ」「死ね」などの侮辱的
な発言をしたりする

４暴力型
殴る、蹴るなど危険な接触
行為をする。殴りかかろう
としたり、棒を振り回した
りする行為も含む

５威嚇・脅迫型
危害を加えることを予告し
て従業員を怖がらせる

６権威型
やたらと威張って要求を通
そうとする

７店舗外拘束型
客が自宅や特定の喫茶店な
どに従業員を呼びつけてク
レームを言う

８SNS・インターネット中傷型
インターネット上に名誉を
傷つけたり、プライバシー
を侵害したりする情報を載
せる
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はじめに

NPO 法人 北海道勤労者安全衛生センターは、働きやすい職場環境を目ざし、2017 年より「職場のパワー

ハラスメントアンケート調査」を毎年実施してきました。そうした中、当センターの会員より、新型コロ

ナウィルス感染症禍の中で、顧客からのハラスメントが増加傾向にあると報告を受け、連合北海道のご協

力をいただき、今回、道内初となる「カスタマーハラスメントアンケート調査」を 20 産別（産業別組織）

2,541 名の方々のご協力により実施することができました。ご協力に深く感謝申し上げます。

本調査では、カスタマーハラスメント（職場での迷惑行為・悪質クレーム）の被害に遭ったと答えた方

が 59.1％にのぼり、民間・公務を問わず、多くの業種や職場でカスタマーハラスメントが発生している実

態が明らかとなりました。また、カスタマーハラスメントの被害に遭った方のうち、新型コロナウィルス

感染症禍の影響と考えられる回答が 25.7％あり、社会生活の維持のために懸命に働く労働者が被害に遭っ

ています。一方、企業や自治体によるカスタマーハラスメント対策については、「特に対策がされていない」

という回答が 38.8％と最も多く、企業等の対策が進んでいない課題が浮き彫りになりました。カスタマー

ハラスメントの被害者は、行為者からの被害に加え、対策を講じていない企業等に対しても失望感を抱い

ていることが自由記述欄の回答から窺えます。さらに、カスタマーハラスメントのきっかけとなった理由

として、「顧客の不満のはけ口・嫌がらせ」「消費者の勘違い」という回答が多くあがっており、広く消費

者や社会に対する意識啓発などの課題も見えてきました。

カスタマーハラスメントは世界的にも問題となっており、2019 年 6 月には、国際労働機関（ＩＬＯ）

第 108 回総会（スイス・ジュネーブ）において、「仕事の世界における暴力及びハラスメントの撤廃に関

する条約」【注】が当問題を扱う初の国際労働基準として採択されました。この ILO 第 190 号条約は、被

害者・行為者の対象に顧客などの第三者も含め、カスタマーハラスメントを含むあらゆるハラスメントを

禁止とするなど、労働者の権利を保護し、労働環境の改善に寄与する重要な国際条約です。日本では、ハ

ラスメント対策関連法（2020 年 6 月施行）が 2022 年 4 月に全面施行され、セクシュアル・ハラスメント、

マタニティ・ハラスメント、ケア・ハラスメントとともに、パワー・ハラスメントに関する雇用管理上の

防止措置が全事業主に義務化されました。しかし、カスタマーハラスメントや就活等ハラスメントなど第

三者のハラスメントについては、「望ましい取組」にとどまっています。厚生労働省は 2022 年 2 月に「カ

スタマーハラスメント対策企業マニュアル」を公表しましたが、本調査で明らかとなったように、企業の

対策は遅れているのが実態です。日本も、ILO 第 190 号の批准に向け、ハラスメント対策関連法の付帯決

議を足掛かりに、実効性ある国内法整備を行うことなどによって、労働者を暴力やハラスメントから守る

ための措置を講じることが求められます。
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自治体でも様々な取り組みが進んでいます。例えば、秋田県は、あらゆる理由による差別を禁止する「秋

田県多様性に満ちた社会づくり基本条例」を 2022 年 4 月に施行し、カスタマーハラスメントについては「優

越的な関係を背景として、不当な要求をすることその他の不当な行為をしてはならない」と明記しました。

東京都は、中小企業が行うカスタマーハラスメント対策に係る体制整備を支援するため、経営相談や各種

専門家派遣などの経営支援事業を 2023 年 4 月より開始しています。岡山市は、第 2 次岡山市消費者教育

推進計画（2023 年度～ 2027 年度）で、人権に配慮した消費者啓発の推進の中でカスタマーハラスメント

対策の必要性を明記しました。

今後は、調査結果を踏まえ、労使による職場でのカスタマーハラスメント対策のさらなる推進や実効性

のある法整備等に向けた政策・制度要請活動、そして自らが「悪質クレーマー」にならないなどの啓発活

動の強化が求められます。「サービスをする側も受ける側も共に尊重される社会」をめざして、より良い

社会づくりのために、本調査を活用していただけると幸いです。

２０２３年５月

NPO 法人北海道勤労者安全衛生センター

理事長　　萩原　光典
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【注】「仕事の世界における暴力及びハラスメントの撤廃に関する条約」　　【概要】

仕事の世界における暴力とハラスメントは、人権の侵害または乱用に当たるおそれがあることや、

機会均等に対する脅威であり、ディーセント・ワーク（働きがいのある人間らしい仕事）と両立せず、

容認できないものであることを認めている。また、家庭内暴力が仕事の世界に影響を及ぼすおそれが

あることにも留意している。条約は、「暴力及びハラスメント」について、ジェンダーに基づくもの

を含み、「一回限りのものであるか反復するものであるかを問わず、身体的、心理的、性的又は経済

的損害を目的とし、又はこれらの損害をもたらし、若しくはもたらすおそれのある」一定の容認する

ことができない行動及び慣行またはこれらの脅威と定義し、加盟国にはその存在を「一切許容しない

一般の環境の醸成」を促進する責任があることに注意を喚起している。そして、仕事の世界における

暴力とハラスメントの防止・撤廃のための包摂的で統合され、ジェンダーに配慮した取り組み方法を、

第三者が関与する場合があることも考慮に入れた上で採用することや、仕事の世界における暴力とハ

ラスメントを定義し禁止する法令の制定などを通じて、暴力とハラスメントのない仕事の世界に対す

る全ての者の権利を尊重、促進、実現することを批准国に求めている。包摂性に重点を置くこの条約

は、契約上の地位にかかわらず、仕事の世界におけるあらゆる労働者その他の人々を保護することを

目指しており、インターンや修習生を含む訓練中の人、雇用が終了した労働者、ボランティア、求職者、

就職志望者なども対象に含んでいる。「使用者としての権限を行使し、義務・責任を果たす者」も暴

力及びハラスメントの対象になり得ることも認めている。暴力及びハラスメントの発生場所に関して

も、職場内のみならず、支払いを受ける場所や休憩・食事の場所、衛生・洗浄設備を利用する場所、

更衣室、業務に関連した外出・出張・訓練・行事・社会活動中、電子メールなども含む業務に関連し

た連絡の過程、使用者の提供する居住設備、通勤中も含むものと規定されている。
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調査の概要
１．調査目的　職場で起こっている悪質クレーム（迷惑行為）の実態について調査し、傾向を分析する。また、

調査内容は具体的な事例も示す調査とし、結果については、関係諸団体への要請活動時に提示 

する資料として活用する。

２．調査対象　連合北海道加盟組織の組合員

３．調査期間　2022 年 11 月 25 日～ 2023 年 2 月 25 日

４．回答組合数　20 産別　回答件数 2541 件　（回答率 63.4%）

（1）性別回答件数

男性：1541 件　女性：981 件　その他：19 件

（2）年齢別回答件数

10 歳代：31 件　 20 歳代：467 件　30 歳代：584 件　40 歳代：736 件　50 歳代：518 件

60 歳代：189 件　70 歳代以上：16 件

回答者の業種
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回答者の男女比

回答者の雇用形態

回答者の年齢構成
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カスタマーハラスメントに関する項目［質問項目］

Q1．あなたの事業所の主な業種を選択してください。

１． 製造業：金属（鉄鋼、造船、非鉄、金属機械、一般機械、電気機械、輸送機械、精密機械）
２． 製造業：化学（紙、パルプ、化学、印刷、ゴム、石油、ガラス、窯業）
３． 製造業：その他（繊維、食品、その他製造業）
４． 資源・エネルギー（電力、ガス、水道）
５． 交通・運輸（鉄道、交通、運輸、航空、郵便）
６． 情報・出版（放送、通信、出版、情報処理）
７． 商業・流通（卸売、小売等）
８． サービス・一般（外食、観光、ホテル、ビル管理、教育、医療、介護等）
９． 金融・保険・不動産
10． 建設・資材・林産
11． その他非製造業公営
12． 公務（国や地方自治体、公立学校、国営・公営企業、独立行政法人など）

Q2．あなたの性別・年代を選択してください。

性別　　１． 男性	 ２． 女性	 ３． Ⅹ

年代　　１． 10 歳代	 ２． 20 歳代	 ３． 30 歳代
　　　　４． 40 歳代	 ５． 50 歳代	 ６． 60 歳代
　　　　７． 70 歳代以上

Q3．雇用形態を選択してください。

１． 正規社員・職員（フルタイム）	 ２． 正規社員・職員（短時間）
３． 派遣社員・職員	 ４． 契約社員・嘱託職員・臨時職員
５． パート　　　　　	 ６． アルバイト（学生アルバイト除く）
７． アルバイト（学生）

Q4．�あなたは、これまでカスタマーハラスメントの被害にあいましたか。�
あった方はどの位の回数がありましたか。

１． １回～５回	 ２． ６回～ 10 回　　　　３． 11 回～ 15 回
４． 16 回以上	 ５． なし
	 　【「５．なし」を選択された方は、Q.16 からお答えください】

Q5．カスタマーハラスメントの中に、新型コロナウイルス対策が原因の迷惑行為はありましたか。

１． あった	 ２． なかった

性別

年代
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Q6．あなたが印象に残っているカスタマーハラスメントで一番あてはまるものを選択してください。

１． 暴言　　　　	 ２． 威嚇・脅迫
３． 暴力行為	 ４． セクハラ行為
５． 何回も同じ内容を繰り返すクレーム	 ６． 長時間拘束
７． 権威的（説教）態度	 ８． 金品の要求
９． 土下座の強要	 10． SNS・インターネット上での誹謗中傷
11． その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

＊＊＊＊＊【以降Q7～Q15までは、Q6で答えた内容について回答してください】＊＊＊＊＊

Q7．迷惑行為をしていた消費者・利用者・住民の性別・推定年齢を選択してください。

性別　　１． 男性	 ２． 女性	 ３． Ⅹ

年代　　１． 10 歳代	 ２． 20 歳代	 ３． 30 歳代
　　　　４． 40 歳代	 ５． 50 歳代	 ６． 60 歳代
　　　　７． 70 歳代以上

Q8．カスタマーハラスメントのきっかけとなった具体的な理由を一つ選択してください。

１． 事業者側の対応のミス
２． システムやサービスの不備
３． 商品等の欠陥
４． 消費者・利用者・住民の勘違い
５． 消費者・利用者・住民の不満のはけ口・嫌がらせ
６． わからない
７． その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Q9．カスタマーハラスメントの形態に最も近いものを一つ選択してください。

１． 電話	 ２． 対面	 ３． メール	 ４． 文書
５． ＳＮＳ　　　　６． その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Q10．�「対面でのカスタマーハラスメント」を選択いただいた方のみ、お答えください。�
カスタマーハラスメントを受けた場所はどこですか。

１． 他の消費者・利用者・住民もいる事業所内
２． 他の消費者・利用者・住民がいない事業所内
３． 事業所の外
４． 事業所の中の事務室など
５． その他の場所（　　　　　　　　　　　　　　　　）

性別

年代
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Q11. カスタマーハラスメントの対応結果の要求として最も近いと思われるものを一つ選択してください。

１． 商品・サービスに見合った現金の要求
２． 購入しようとしていた商品取り換え・再サービスを要求
３． 不手際などに関する謝罪の要求	 ４． 迷惑料・お詫びとしての現金の要求
５． 商品・サービスへの支払い拒否	 ６． 景品や購入希望以外の他の商品の要求
７． 事業所・会社の上層部による謝罪の要求
８． その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Q12．カスタマーハラスメントに対応した所要時間を一つ選択してください。

１． 1時間以内	 ２． 1時間以上 2時間以内
３． 2時間以上 5時間以内	 ４． 5時間以上
５． 2日～ 3日	 ６． 4日～ 7日
７． 7日以上～ 1か月以内	 ８． 1か月以上～半年以内　　　　９． 半年以上

Q13．�カスタマーハラスメントを行っていた消費者・利用者・住民の話し方や言葉はどのようなもので
したか。三つまで選択してください。（一つでも二つでも可）

１． 大声をあげる時があった	 ２． 冷静に静かに話した
３． 理詰めに話を進めた	 ４． 一方的に話をしていた
５． こちら側の上げ足を取る時があった
６． お店や担当者に対し人格を否定する発言があった
７． 攻撃的な話し方や言葉があった	 ８． 威圧的に話をしていた
９． その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Q14．�あなたがカスタマーハラスメントを体験した後、あなたの心身の状態に何か変化がありましたか。�
一つ選択してください。

１． 嫌な思いや不快感が続いた	 ２． 不安な気持ちが続いた
３． 同じような事が起こりそうで怖かった	 ４． すっきりしない気持ちが続いた
５． 腹立たしい思いが続いた	 ６． 寝不足が続いた
７． 心療内科などに行った	 ８． 特になかった
９． その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Q15．カスタマーハラスメントにあった時、あなたはどのような対応をしましたか。【複数回答可】

１． 上司に引き継いだ	 ２． 謝りつづけた
３． 危険を感じて退避した	 ４． 複数人で対応をした
５． 毅然と対応した	 ６． 何もできなかった
７． その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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Q16．�あなたの企業等で実施されているカスタマーハラスメントへの対策について選択してください。�
【複数回答可】

１． 専門部署の設置	 ２． マニュアルの整備
３． 迷惑行為対策への教育	 ４． 被害者へのケア
５． 特に対策はなされていない
６． その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Q17．�あなたはカスタマーハラスメントを受けた後に、そのことについて専門的に相談できる人が必要
だと思いますか。

１． 思う	 ２． 思わない	 ３． わからない

Q18．直近 3年以内では、カスタマーハラスメントは増えていると感じますか。

１． 増えている	 ２． 減っている	 ３． 変わらない	 ４． わからない

Q19．�今回のカスタマーハラスメントにおいて、最も特徴的であった点、又は納得できなかったところ
があれば書いてください。【自由回答】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Q20．�カスタマーハラスメントをなくすために、今後どのような対策が必要だと思いますか。�
【複数回答可】

１． 新たな法制定など、法律による規制の強化
２． 社内マニュアルの整備
３． 業界全体で対応できるガイドラインの整備
４． 行政や業界団体による啓発活動
５． その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）
６． 分からない

	 調査へのご協力ありがとうございました。
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調査結果報告

1．全体

Q4．あなたは、これまでカスタマーハラスメントの被害にあいましたか。

1回～5回 6回～10回 11回～15回 16回以上 なし

割合 33.9% 11.5% 3.3% 10.4% 40.9%

件数 829 282 81 254 1,002

Q5．カスタマーハラスメントの中に、新型コロナウイルス対策が原因の迷惑行為はありましたか。

あった なかった

割合 25.7% 74.3%

件数 421 1,214

Q4

1回～5回 6回～10 回 11 回～ 15 回 16 回以上 なし

Q6．あなたが印象に残っているカスタマーハラスメントで一番あてはまるものを選択してください。

暴言
威嚇・
脅迫

暴力行為
セクハラ
行為

何回も同じ
内容を
繰り返す
クレーム

長時間
拘束

権威的
（説教）
態度

金品の
要求

土下座
の強要

SNS・
ネット上
での
誹謗中傷

その他

割合 41.2% 13.0% 1.9% 2.1% 15.7% 7.6% 15.3% 0.4% 0.7% 0.6% 1.5%

件数 621 196 29 31 237 115 230 6 11 9 23

直近 2 年間以内で迷惑行為被害にあった方の中で、新型コロナウ

イルス感染症の影響による迷惑行為があったと 25.7% が回答し

た。
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Q7．迷惑行為をしていた消費者・利用者・住民の性別・推定年齢を選択してください。

迷惑行為をしていた消費者・利用者・住民の性別

男性 女性 その他

割合 75.7% 22.2% 2.1%

件数 1,102 323 31

迷惑行為をしていた消費者・利用者・住民の推定年齢

10 歳代 20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 70 歳代以上

割合 0.5% 2.1% 7.4% 17.7% 31.1% 26.8% 14.4%

件数 8 31 111 266 469 403 218

Q7

10 歳代 20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 70 歳代以上

「消費者・利用者・住
民の不満のはけ口・嫌
がらせ」が 31.8% が最
も多く、「消費者・利
用者・住民の勘違い」
が 18.8%、「事業者側の
対応ミス」12.7%、「わ
からない」12.2%、「シ
ステムやサービスの不
備」11.4%、「商品等の
欠陥」7.5% と回答して
いる。

50 歳代が 31.1%

60 歳代が 26.8%

40 歳代が 17.7%

70 歳代以上が 14.4% と

回答している。

Q8

事業者側の対応のミス
システムやサービスの不備
商品等の欠陥
消費者・利用者・住民の勘違い
消費者・利用者・住民の不満のはけ口・嫌がらせ
わからない
その他

Q8．カスタマーハラスメントのきっかけとなった具体的な理由を一つ選択してください。

事業者側の

対応のミス

システムや

サービスの

不備

商品等の欠陥

消費者・

利用者・住民

の勘違い

消費者・利用者・

住民の不満の

はけ口・嫌がらせ

わからない その他

割合 12.7% 11.4% 7.5% 18.5% 31.8% 12.2% 5.9%

件数 190･ 170 112 276 475 182 89

事業者側の対応のミス

システムやサービスの不備

商品等の欠陥

消費者・利用者・住民の勘違い

Q8

事業者側の対応のミス
システムやサービスの不備
商品等の欠陥
消費者・利用者・住民の勘違い
消費者・利用者・住民の不満のはけ口・嫌がらせ
わからない
その他

Q8

事業者側の対応のミス
システムやサービスの不備
商品等の欠陥
消費者・利用者・住民の勘違い
消費者・利用者・住民の不満のはけ口・嫌がらせ
わからない
その他

消費者・利用者・住民の不満のはけ口・嫌がらせ

わからない

その他
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Q9．カスタマーハラスメントの形態に最も近いものを一つ選択してください。

電話 対面 メール 文書 ＳＮＳ その他

割合 38.8% 58.0% 1.1% 0.3% 0.9% 0.9%

件数 583 871 16 5 13 13

Q9

電話 対面 メール 文書 ＳＮＳ その他

迷惑行為の形態として
は、「対面」が 58.0％と
して多く、続いて「電話」
が 38.8％となっている。
回答は少ないが「メー
ル 」「SNS」「 文 書 」 と
の回答もあった。

「他の消費者・利用者・
住民もいる事業所内」
が 64.2％、「事業所の中
の事務室など」12.0％、

「事業所の外」11.1％、
他の消費者・利用者・
住民がいない事業所内」
6.6％と続く。

「不手際などに関する
謝 罪 の 要 求 」31.9 ％、

「事業所・会社の上層
部による謝罪の要求」
20.2 ％、「 購 入 し よ う
としていた商品取り換
え・再サービスを要求」
12.1％、「商品・サービ
スに見合った現金の要
求」6.8％と続く。

電話　　対面　　メール　　文書　　ＳＮＳ　　その他

Q9

電話 対面 メール 文書 ＳＮＳ その他

Q9

電話 対面 メール 文書 ＳＮＳ その他

Q9

電話 対面 メール 文書 ＳＮＳ その他

Q9

電話 対面 メール 文書 ＳＮＳ その他

Q9

電話 対面 メール 文書 ＳＮＳ その他

Q9

電話 対面 メール 文書 ＳＮＳ その他

Q10．「対面でのカスタマーハラスメント」を選択いただいた方のみ、お答えください。カスタマー

ハラスメントを受けた場所はどこですか。

他の消費者・

利用者・住民も

いる事業所内

他の消費者・

利用者・住民が

いない事業所内

事業所の外
事業所の中の事務室

など
その他の場所

割合 64.2% 6.6% 11.1% 12.0% 6.1%

件数 641･ 66 111 120 60

Q1
0

他の消費者・利用者・住民もいる事業所内
他の消費者・利用者・住民がいない事業所内
事業所の外
事業所の中の事務室など
その他の場所

他の消費者・利用者・住民もいる事業所内

他の消費者・利用者・住民がいない事業所内

事業所の外

事業所の中の事務室など

その他の場所

Q1
0

他の消費者・利用者・住民もいる事業所内
他の消費者・利用者・住民がいない事業所内
事業所の外
事業所の中の事務室など
その他の場所

Q1
0

他の消費者・利用者・住民もいる事業所内
他の消費者・利用者・住民がいない事業所内
事業所の外
事業所の中の事務室など
その他の場所

Q1
0

他の消費者・利用者・住民もいる事業所内
他の消費者・利用者・住民がいない事業所内
事業所の外
事業所の中の事務室など
その他の場所

Q1
0

他の消費者・利用者・住民もいる事業所内
他の消費者・利用者・住民がいない事業所内
事業所の外
事業所の中の事務室など
その他の場所

Q1
0

他の消費者・利用者・住民もいる事業所内
他の消費者・利用者・住民がいない事業所内
事業所の外
事業所の中の事務室など
その他の場所

Q11．カスタマーハラスメントの対応結果の要求として最も近いと思われるものを一つ選択してください。

商品・サービス

に見合った

現金の要求

購入しようとしてい

た商品取り換え・

再サービスを要求

不手際などに

関する謝罪の

要求

迷惑料・お詫び

としての

現金の要求

商品・サービス

への支払い拒否

景品や購入希望

以外の他の

商品の要求

事業所・会社の

上層部による

謝罪の要求

その他

割合 6.8% 12.1% 31.9% 4.5% 6.5% 1.8% 20.2% 16.2%

件数 100 178 468 66 96 27 297 235

Q1
1

商品・サービスに見合った現金の要求
購入しようとしていた商品取り換え・再サービスを要求
不手際などに関する謝罪の要求
迷惑料・お詫びとしての現金の要求
商品・サービスへの支払い拒否
景品や購入希望以外の他の商品の要求
事業所・会社の上層部による謝罪の要求
その他

Q1
1

商品・サービスに見合った現金の要求
購入しようとしていた商品取り換え・再サービスを要求
不手際などに関する謝罪の要求
迷惑料・お詫びとしての現金の要求
商品・サービスへの支払い拒否
景品や購入希望以外の他の商品の要求
事業所・会社の上層部による謝罪の要求
その他

Q1
1

商品・サービスに見合った現金の要求
購入しようとしていた商品取り換え・再サービスを要求
不手際などに関する謝罪の要求
迷惑料・お詫びとしての現金の要求
商品・サービスへの支払い拒否
景品や購入希望以外の他の商品の要求
事業所・会社の上層部による謝罪の要求
その他

Q1
1

商品・サービスに見合った現金の要求
購入しようとしていた商品取り換え・再サービスを要求
不手際などに関する謝罪の要求
迷惑料・お詫びとしての現金の要求
商品・サービスへの支払い拒否
景品や購入希望以外の他の商品の要求
事業所・会社の上層部による謝罪の要求
その他

Q1
1

商品・サービスに見合った現金の要求
購入しようとしていた商品取り換え・再サービスを要求
不手際などに関する謝罪の要求
迷惑料・お詫びとしての現金の要求
商品・サービスへの支払い拒否
景品や購入希望以外の他の商品の要求
事業所・会社の上層部による謝罪の要求
その他

Q1
1

商品・サービスに見合った現金の要求
購入しようとしていた商品取り換え・再サービスを要求
不手際などに関する謝罪の要求
迷惑料・お詫びとしての現金の要求
商品・サービスへの支払い拒否
景品や購入希望以外の他の商品の要求
事業所・会社の上層部による謝罪の要求
その他

Q1
1

商品・サービスに見合った現金の要求
購入しようとしていた商品取り換え・再サービスを要求
不手際などに関する謝罪の要求
迷惑料・お詫びとしての現金の要求
商品・サービスへの支払い拒否
景品や購入希望以外の他の商品の要求
事業所・会社の上層部による謝罪の要求
その他

Q1
1

商品・サービスに見合った現金の要求
購入しようとしていた商品取り換え・再サービスを要求
不手際などに関する謝罪の要求
迷惑料・お詫びとしての現金の要求
商品・サービスへの支払い拒否
景品や購入希望以外の他の商品の要求
事業所・会社の上層部による謝罪の要求
その他

Q1
1

商品・サービスに見合った現金の要求
購入しようとしていた商品取り換え・再サービスを要求
不手際などに関する謝罪の要求
迷惑料・お詫びとしての現金の要求
商品・サービスへの支払い拒否
景品や購入希望以外の他の商品の要求
事業所・会社の上層部による謝罪の要求
その他

商品・サービスに見合った現金の要求

購入しようとしていた商品取り換え・再サービスを要求

不手際などに関する謝罪の要求

迷惑料・お詫びとしての現金の要求

商品・サービスへの支払い拒否

景品や購入希望以外の他の商品の要求

事業所・会社の上層部による謝罪の要求

その他
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「大声をあげる時があった」が 25.1％、「攻撃的な話し方や言葉があった」が 17.8％、「威圧的に話を

していた」が 15.2％、「一方的に話をしていた」が 14.8％、「こちら側の上げ足を取る時があった」が

11.1％と回答している。

Q12．カスタマーハラスメントに対応した所要時間を一つ選択してください。

1時間以内
1時間以上

2時間以内

2時間以上

5時間以内
5時間以上 2日～3日 4日～7日

7日以上～

1か月以内

1か月以上

～半年以内
半年以上

割合 55.9% 22.5% 9.6% 1.9% 2.5% 1.1% 2.5% 2.0% 2.0%

件数 831 334 142 28 37 16 37 29 32

「1 時間以内」が 55.9%、

「1 時間以上 2 時間以内」

が 22.5%、「2 時間以上 5

時間以内」が 9.6%、「5

時間以上」が1.9%。数日・

数か月以上になるケー

スが 10.1% もある。

1 時間以内

2時間以上 2時間以内

2時間以上 5時間以内

5時間以上

2日～ 3日

4日～ 7日

7日以上～ 1か月以内

1か月以上～半年以内

半年以上

Q1
2

1時間以内 2時間以上2時間以内
2時間以上5時間以内 5時間以上
2日～3日 4日～7日
7日以上～1か月以内 1か月以上～半年以内
半年以上

Q1
2

1時間以内 2時間以上2時間以内
2時間以上5時間以内 5時間以上
2日～3日 4日～7日
7日以上～1か月以内 1か月以上～半年以内
半年以上

Q1
2

1時間以内 2時間以上2時間以内
2時間以上5時間以内 5時間以上
2日～3日 4日～7日
7日以上～1か月以内 1か月以上～半年以内
半年以上

Q1
2

1時間以内 2時間以上2時間以内
2時間以上5時間以内 5時間以上
2日～3日 4日～7日
7日以上～1か月以内 1か月以上～半年以内
半年以上

Q1
2

1時間以内 2時間以上2時間以内
2時間以上5時間以内 5時間以上
2日～3日 4日～7日
7日以上～1か月以内 1か月以上～半年以内
半年以上

Q1
2

1時間以内 2時間以上2時間以内
2時間以上5時間以内 5時間以上
2日～3日 4日～7日
7日以上～1か月以内 1か月以上～半年以内
半年以上

Q1
2

1時間以内 2時間以上2時間以内
2時間以上5時間以内 5時間以上
2日～3日 4日～7日
7日以上～1か月以内 1か月以上～半年以内
半年以上

Q1
2

1時間以内 2時間以上2時間以内
2時間以上5時間以内 5時間以上
2日～3日 4日～7日
7日以上～1か月以内 1か月以上～半年以内
半年以上

Q1
2

1時間以内 2時間以上2時間以内
2時間以上5時間以内 5時間以上
2日～3日 4日～7日
7日以上～1か月以内 1か月以上～半年以内
半年以上

Q1
2

1時間以内 2時間以上2時間以内
2時間以上5時間以内 5時間以上
2日～3日 4日～7日
7日以上～1か月以内 1か月以上～半年以内
半年以上

Q13．カスタマーハラスメントを行っていた消費者・利用者・住民の話し方や言葉はどのようなもの

でしたか。三つまで選択してください。（一つでも二つでも可）

大声をあげる

時があった

冷静に静かに

話した

理詰めに

話を進めた

一方的に

話をしていた

こちら側の

上げ足を取る

時があった

お店や担当者

に対し人格を

否定する発言

があった

攻撃的な

話し方や言葉

があった

威圧的に

話をしていた
その他

割合 25.1% 2.7% 4.3% 14.8% 11.1% 8.4% 17.8% 15.2% 0.6%

件数 983 105 168 581 434 329 699 595 25
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そ
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Q14．あなたがカスタマーハラスメントを体験した後、あなたの心身の状態に何か変化がありました

か。一つ選択してください。

嫌な思いや

不快感が

続いた

不安な気持ち

が続いた

同じような事

が起こりそうで

怖かった

すっきりしない

気持ちが

続いた

腹立たしい

思いが続いた

寝不足が

続いた

心療内科など

に行った
特になかった その他

割合 49.3% 7.4% 6.8% 9.3% 16.2% 1.6% 0.6% 8.6% 0.2%

件数 729 109 100 137 239 23 9 127 6

Q1
4

「嫌な思いや不快感が続
いた」が 49.3％、「腹立
たしい思いが続いた」
が 16.2％、「すっきりし
ない気持ちが続いた」
が 9.3％、「不安な気持
ちが続いた」が 7.4％、

「同じような事が起こ
りそうで怖かった」が
6.8％、「寝不足が続いた」
が 1.6％、「心療内科な
どに行った」が 0.6％と
回答している。

Q1
4

Q1
4

Q1
4

嫌な思いや不快感が続いた

不安な気持ちが続いた

同じような事が起こりそうで怖かった

Q1
4

Q1
4

Q1
4

すっきりしない気持ちが続いた

腹立たしい思いが続いた

寝不足が続いた

Q1
4

Q1
4

Q1
4

心療内科などに行った

特になかった

その他

Q15．カスタマーハラスメントにあった時、あなたはどのような対応をしましたか。【複数回答可】

上司に引き継いだ 謝りつづけた
危険を感じて

退避した

複数人で

対応をした
毅然と対応した 何もできなかった その他

割合 26.4% 25.8% 2.9% 12.1% 23.8% 5.8% 3.2%

件数 719 701 79 328 647 158 87
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「上司に引き継いだ」が 26.4％、「謝りつづけた」が 25.8％、「毅然と対応した」が 23.8％、「複数人で対応した」

が 12.1％、「何もできなかった」5.8％、「危険を感じて退避した」が 2.9％と回答している。
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っ
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そ
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「特に対策はなされていない」が 38.8％、「専門部署の設置」が 18.5％、「マニュアルの整備」が 17.6％、「迷

惑行為対策への教育」が 14.5％、「被害者へのケア」が 6.5％と回答している。

「カスタマーハラスメントを受けた後に、そのことについて専門的に相談できる人が必要」と 74.1％が

回答している。

Q16．あなたの企業等で実施されているカスタマーハラスメントへの対策について選択してください

【複数回答可】

専門部署の設置
マニュアルの

整備

迷惑行為対策

への教育
被害者へのケア

特に対策は

なされていない
その他

割合 18.5% 17.6% 14.5% 6.5% 38.8% 4.1%

件数 581 555 458 205 1,222 128
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Q17．あなたはカスタマーハラスメントを受けた後に、そのことについて専門的に相談できる人が必

要だと思いますか。

思う 思わない わからない

割合 74.1% 7.2% 18.7%

件数 1,806･ 175･ 457･

Q17

思う 思わない わからない
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Q18．直近 3年以内では、カスタマーハラスメントは増えていると感じますか。

増えている 減っている 変わらない わからない

割合 46.4% 3.9% 17.9% 31.8%

件数 1,124･ 95･ 435･ 771･

Q20．カスタマーハラスメントをなくすために、今後どのような対策が必要だと思いますか。【複数回

答可】

新たな法制定など、

法律による規制の

強化

社内マニュアルの

整備

業界全体で対応

できるガイドライン

の整備

行政や業界団体

による啓発活動
その他 分からない

割合 30.8% 24.5% 21.8% 16.7% 1.7% 4.5%

件数 1,596･ 1,268･ 1,129･ 862･ 89･ 232･

1

増えている 減っている 変わらない わからない

0
200
400
600
800

1,000
1,200
1,400
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「増えている」が 46.4％、「変わらない」が 17.9％、「減っている」が 3.9％と回答している。

「新たな法制定など法律による規制強化」が 30.8％、「社内マニュアルの整備」が 24.5％、「業界全体で

対応できるガイドラインの整備」が 21.8％、「行政や業界団体による啓発活動」が 16.7％と回答している。
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マニュアル・リーフレット・ポスターはいずれも、厚生労働省ホームページ「職
場におけるハラスメントの防止のために（セクシュアルハラスメント /妊娠・出
産・育児休業等に関するハラスメント / パワーハラスメント）」からダウンロー
ド可能です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/
seisaku06/index.html

問い合わせ　　�NPO北海道勤労者安全衛生センター（事務局長　齊藤勉）�
e-mail		safety@rengo-hokkaido.gr.jp			Tel	011-272-8855	
札幌市中央区北 4条西 12 丁目　ほくろうビル 5階

【重要】回収方法
①	アンケート記入者はグリーンの封筒に入れ封をして組合役員に渡して下さい。
②	組合役員は封をしたまま、産別に渡して下さい。
③	産別は封をしたまま受け取り、取りまとめて当センターまで送料着払いで送っ
ていただくか、連絡をいただければ産別事務所まで回収に伺います。

2022カスハラアンケート.indd   82022カスハラアンケート.indd   8 2022/11/17   11:212022/11/17   11:21

資料
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２０２２年度　カスタマーハラスメント
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発行／ NPO 法人　北海道勤労者安全衛生センター
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